
 昨年後半以降の急激な景気の悪化を受けて、生産量の減少・事業活動の縮小等を余儀なくされている

中小企業を対象に、従来の「雇用調整助成金」制度とは別に、「中小企業緊急雇用安定助成金」制度が創

設されました（平成２０年１２月より）。 

 今回は、中小企業緊急雇用安定助成金の概要と、平成２１年１月以降の制度に関する変更点をご紹介

します。 

P.1 （裏面につづく） 

 中小企業緊急雇用安定助成金 最新情報 

 
中小企業緊急雇用安定助成金の支給目的 

景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から、生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀

なくされた事業主が、一時休業、教育訓練、出向などを従業員に行うことにより解雇を回避した場合

に、その費用の一部を助成し、雇用の維持を図ることを目的としています。 

生産量の減少等 
一時休業、教育訓練、出向

により、雇用を維持 

休業、教育訓練、出向等を行った

日数に応じて助成金を支給 

 
 

助成金の額 

＜休業・教育訓練の場合＞ 

①休業手当または賃金に相当する額として、厚生労働大臣が定める方法により算定した額の５分の４ 

 （上限あり） 

②教育訓練を実施した際は教育訓練費として、１人１日６，０００円を①に上乗せ 

＜出向の場合＞ 

 出向元事業主の負担額（概ね２分の１を上限）の５分の４（上限あり） 

助成金を受給するためには、休業等を実施する前に休業等実施計画届などの必要書類を準備

し、あらかじめ申請しておくことが必要です。 
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デライトコンサルティングは、 

「個人と組織の成長を図り、社会に貢献する」を経営理念として、 

－ Customer Delight（お客様の感動）－ 
を協創する人事コンサルティング会社です。 

 

変更事項２（対象労働者） 

６か月以上雇用されている被保険者以外の者 

（週の所定労働時間が２０時間以上の方に限る） 

変 更 前 

以下に該当する者を除く、 
雇用保険の被保険者 

 

①休業等を行う日が属する賃金計算期間、または

暦月（＝判定基礎期間）の初日の前日、または

出向を開始する日の前日までに、被保険者期間

が６か月未満の労働者 

 

②解雇を予告されている労働者 

 

③日雇労働被保険者 

 

④休業等が行われている判定基礎期間において、

特定求職者雇用開発助成金等、一定の助成金の

支給対象者となる労働者 

対象労働者が拡大されました。 

 

変更事項１（支給要件） 

変 更 前 

①最近3か月の生産量がその直前３か月または前年

同期比で減少していること 

 

②前期決算等の経常利益が赤字であること 

（ただし、①において生産量が5％以上減少してい

る場合を除く） 

 

③最近３か月間の雇用量平均値が前年同期に比べて

増加していないこと 

変 更 後 

①最近３か月の生産量がその直前３か月または前年

同期比で減少していること 

 

②前期決算等の経常利益が赤字であること 

（ただし、①において生産量が5％以上減少してい

る場合を除く） 

 

③最近３か月間の雇用量平均値が前年同期に比べて

増加していないこと。 

雇用量要件が 

廃止されました。 

＋ 

以下に該当する者を除く、 
雇用保険の被保険者 

 

①休業等を行う日が属する賃金計算期間、または

暦月（＝判定基礎期間）の初日の前日、または

出向を開始する日の前日までに、被保険者期間

が６か月未満の労働者 

 

②解雇を予告されている労働者 

 

③日雇労働被保険者 

 

④休業等が行われている判定基礎期間において、

特定求職者雇用開発助成金等、一定の助成金の

支給対象者となる労働者 

変 更 後 

廃止 

中小企業緊急雇用安定助成金は、今後も制度の内容に変更がなされる可能性の高い助成金です。 

申請の際は、都道府県労働局の担当課（愛知県は「あいち雇用助成室」）にて最新情報を御確認ください。 
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